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発達障害は、主に自閉スペクトラム症（ASD）、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症を指し、最近の文

部科学省の調査では、通常学級に在籍する小中学生の8.8％にその可能性があると報告されています。ASDは、

コミュニケーション能力や社会性に関連する発達障害で、ADHDは、不注意、多動、衝動的な行動を特徴とす

る発達障害であり、概念的に両者は異なる疾患です。しかし、実際には、一人の児に複数の発達障害の特徴が

みられることは稀ではなく、児によって様々な現れ方をすることから、一見でその児の発達特性を理解するこ

とは容易ではありません。このため、発達障害児の診療では、児の認知や行動の特性を丁寧に評価し、その児

のもつ特性を理解することが行われます。 

発達障害児への対応は、発達特性に応じた環境調整を行うことが基本ですが、近年、環境調整に加えて薬物

治療が行われることが増えてきました。ADHD に対する薬物治療はその代表で、現時点で保険収載されてい

る薬剤はメチルフェニデート、アトモキセチン、グアンファシン、リスデキサフェタミンの 4剤です。いずれ

も中枢神経に作用し、脳内の神経伝達物質を調整することで、多動・衝動性の緩和と注意の維持に効果が期待

できます。これらの薬剤は、効果、発現時間、副反応に違いがあり、一人の児が複数の薬剤を服用しているこ

ともあります。 

一方、ASDの薬物療法として、中核症状であるコミュニケーションの問題やこだわりの問題に直接アプロー

チする薬剤はありませんが、易刺激性を改善する薬剤はしばしば用いられます。保険収載されている薬剤は、

リスペリドンとアリピプラゾールの 2剤であり、いずれも中枢神経に作用する抗精神病薬です。これらの薬剤

は、外部からの刺激に対する反応を穏やかにすることで、日常活動への参加を行いやすくします。なお、これ

らの薬剤は、アドレナリンが併用禁忌となっていましたが、2023年 10月に「歯科領域における浸潤麻酔もし

くは伝達麻酔に要する場合を除く」となりました。 

近年、神経発達症のお子さんの睡眠障害に対して、薬物治療が行われることも増えました。現時点で小児の

神経発達症の睡眠障害に保険適応のある薬剤はメラトニンです。メラトニンはもともと脳内に存在するホルモ

ンで、睡眠のスイッチを入れる作用があります。副作用が少ないことから、入眠困難を示すことの多いASD児

を中心に用いられています。 

発達障害児の支援において、“児の発達特性の理解”と“児の特性に応じた対応”が重要であることは言うま

でもありませんが、薬物治療は支援を助ける大切な柱の一つになりつつあります。 
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